
宮崎県育英資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年12月26日

宮崎県教育委員会委員長 近 藤 好 子

宮崎県教育委員会規則第13号

宮崎県育英資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則

宮崎県育英資金貸与条例施行規則（昭和49年宮崎県教育委員会規則第16号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別記様式第４号及び別記様式第６号を次のように改める。
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教育委員会規教育委員会規則則

改正後改正前

（貸与の決定及び通知）

第４条 県教育委員会は、前条の育英資金貸与申請書の提出があっ

たときは、育英資金貸与の適否を決定し、適当であると決定した

者に対しその旨を育英資金貸与決定通知書（別記様式第３号）（

以下「決定通知」という。）によって通知するものとする。

（借用証書の提出）

第６条 第４条の規定により育英資金の貸与の決定の通知を受けた

者は、保証人の連署した育英資金借用証書（別記様式第４号）を

遅滞なく、県教育委員会に提出しなければならない。

（借用金額の通知）

第８条 県教育委員会は、貸与生が貸与期間の満了その他の理由で

貸与生でなくなったときは、借用確定金額について、貸与生及び

保証人に対し育英資金借用金額確定通知書（別記様式第６号）に

よって通知するものとする。

（貸与の決定及び通知）

第４条 県教育委員会は、前条の育英資金貸与申請書の提出があっ

たときは、育英資金貸与の適否を決定し、適当であると決定した

者に対しその旨を育英資金貸与決定通知書（別記様式第３号）に

よって通知するものとする。

（借用書の提出）

第６条 第４条の規定により育英資金の貸与の決定の通知を受けた

者は、保証人の連署した育英資金借用書（別記様式第４号）を遅

滞なく、県教育委員会に提出しなければならない。

（借用証書の提出）

第８条 貸与生が貸与期間の満了その他の理由で貸与生でなくなっ

たときは、遅滞なく、貸与を受けた育英資金の全額について、保

証人の連署した育英資金借用証書（別記様式第６号）を県教育委

員会に提出しなければならない。

２ 前項の育英資金借用証書に係る保証人は、第６条の育英資金借

用書に係る保証人と同一でなければならない。ただし、特にやむ

を得ない理由があると県教育委員会が認めたときは、この限りで

ない。
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日の前日までに育英資金の貸与を受けていた者に係る育英資金借用書及び育英資金借用証書については、この規則に

よる改正後の宮崎県育英資金貸与条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

宮崎県体育館管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年12月26日

宮崎県教育委員会委員長 近 藤 好 子

宮崎県教育委員会規則第14号

宮崎県体育館管理規則の一部を改正する規則

宮崎県体育館管理規則（平成17年宮崎県教育委員会規則第24号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（使用の申込み）

第２条 体育館の施設又は設備（以下「体育館施設等」という。）

を使用しようとする者（以下「申込者」という。）は、宮崎県体

育館使用申込書（別記様式第１号）を県教育庁スポーツ指導セン

ター所長（以下「所長」という。）に提出しなければならない。

（使用許可）

第３条 所長は、前条の規定により使用の申込みがあった場合にお

いて、使用の許可をするときは、申込者に宮崎県体育館使用許可

書（別記様式第２号）を交付するものとし、使用の許可をしない

ときは、申込者に宮崎県体育館使用不許可通知書（別記様式第３

号）により通知するものとする。

２ 所長は、必要があると認めるときは、前項の使用の許可に条件

を付けることができる。

（使用許可の制限）

第４条 所長は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、

体育館施設等の使用を許可しないものとする。

（１）～（３） ［略］

（４） 宮崎県体育館使用申込書の内容に偽りがあるとき。

（５） ［略］

（使用者の遵守事項）

第５条 第３条第１項の規定により使用を許可された者（以下「使

用者」という。）は、次の各号に掲げる事項を守らなければなら

ない。

（１） 許可された使用の目的又は条件に違反しないこと。

（２）～（５） ［略］

（使用許可の取消し等）

第６条 所長は、使用者が第４条各号のいずれかに該当するに至っ

たとき、又は前条の規定に反する行為がある者については、体育

館施設等の使用の許可を取り消し、使用を中止させ、入館を拒否

し、又は退去を命ずることができる。

２ 前項の取消し等によって使用者に損害が生じても、県はその損

害の賠償の責めは負わないものとする。

（使用許可の取消しの申出）

第７条 使用者が使用の許可の取消しの申出をするときは、宮崎県

体育館使用許可取消申出書（別記様式第４号）を所長に提出しな

ければならない。

２ 所長は、前項の規定による宮崎県体育館使用許可取消申出書の

提出があったときは、当該申出書に係る使用の許可を取り消し、

その旨を当該申出者に通知するものとする。

（利用の申込み）

第２条 体育館の施設又は設備（以下「体育館施設等」という。）

を利用しようとする者（以下「申込者」という。）は、宮崎県体

育館利用申込書（別記様式第１号）を県教育庁スポーツ指導セン

ター所長（以下「所長」という。）に提出しなければならない。

（利用許可）

第３条 所長は、前条の規定により利用の申込みがあった場合にお

いて、利用の許可をするときは、申込者に宮崎県体育館利用許可

書（別記様式第２号）を交付するものとし、利用の許可をしない

ときは、申込者に宮崎県体育館利用不許可通知書（別記様式第３

号）により通知するものとする。

２ 所長は、必要があると認めるときは、前項の利用の許可に条件

を付けることができる。

（利用許可の制限）

第４条 所長は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、

体育館施設等の利用を許可しないものとする。

（１）～（３） ［略］

（４） 宮崎県体育館利用申込書の内容に偽りがあるとき。

（５） ［略］

（利用者の遵守事項）

第５条 第３条第１項の規定により利用を許可された者（以下「利

用者」という。）は、次の各号に掲げる事項を守らなければなら

ない。

（１） 許可された利用の目的又は条件に違反しないこと。

（２）～（５） ［略］

（利用許可の取消し等）

第６条 所長は、利用者が第４条各号のいずれかに該当するに至っ

たとき、又は前条の規定に反する行為がある者については、体育

館施設等の利用の許可を取り消し、利用を中止させ、入館を拒否

し、又は退去を命ずることができる。

２ 前項の取消し等によって利用者に損害が生じても、県はその損

害の賠償の責めは負わないものとする。

（利用許可の取消しの申出）

第７条 利用者が利用の許可の取消しの申出をするときは、宮崎県

体育館利用許可取消申出書（別記様式第４号）を所長に提出しな

ければならない。

２ 所長は、前項の規定による宮崎県体育館利用許可取消申出書の

提出があったときは、当該申出書に係る利用の許可を取り消し、

その旨を当該申出者に通知するものとする。
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（使用料の還付）

第８条 教育関係使用料及び手数料徴収条例（平成13年宮崎県条例

第23号。以下「使用料条例」という。）別表第１に定める体育館

使用料に係る使用料条例第５条第３号に規定する使用前とは、使

用日の７日前の日以前とする。

２ 使用料条例第５条ただし書の規定により使用料を還付する場合

の当該還付の額は、既納使用料の全額とする。

３ 前項の使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書

（別記様式第５号）を所長に提出しなければならない。

（使用の制限）

第９条 所長は、必要があると認めるときは、体育館施設等の使用

を制限することができる。

第10条・第11条 ［略］

（弁償）

第12条 体育館施設等の使用の許可を受けた者が、体育館施設等を

損傷し、又は滅失したときは、原状に復し、又は県教育委員会の

定める金額によって損害を賠償しなければならない。

（指定管理者による管理の場合の読替）

第13条 教育関係の公の施設に関する条例第４条の規定により体育

館の管理を指定管理者に行わせる場合（以下「指定管理者による

管理の場合」という。）における第２条から第４条まで、第６条

第１項、第７条及び第９条から第11条までの規定の適用について

は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同

表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

（指定管理者の指定の申請）

第14条 教育関係の公の施設に関する条例第５条第１項に規定する

申請書は、指定管理者指定申請書（別記様式第６号）によるもの

とする。

２ ［略］

（指定管理者の管理の基準）

第17条 教育関係の公の施設に関する条例第７条において準用する

公の施設に関する条例第10条の４の規則で定める管理の基準は、

次に掲げる基準とする。

（１） ［略］

（２） 使用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

（３）・（４） ［略］

（利用の制限）

第８条 所長は、必要があると認めるときは、体育館施設等の利用

を制限することができる。

第９条・第10条 ［略］

（弁償）

第11条 体育館施設等の利用の許可を受けた者が、体育館施設等を

損傷し、又は滅失したときは、原状に復し、又は県教育委員会の

定める金額によって損害を賠償しなければならない。

（指定管理者による管理の場合の読替）

第12条 教育関係の公の施設に関する条例第４条の規定により体育

館の管理を指定管理者に行わせる場合（以下「指定管理者による

管理の場合」という。）における第２条から第４条まで、第６条

第１項及び第７条から第10条までの規定の適用については、次の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄

に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

（利用料金の支払い）

第13条 指定管理者による管理の場合は、利用者は、当該指定管理

者に体育館施設等の利用料金（教育関係の公の施設に関する条例

第６条第１項に規定する利用料金。以下同じ。）を支払わなけれ

ばならない。

（指定管理者の指定の申請）

第14条 教育関係の公の施設に関する条例第５条第１項に規定する

申請書は、指定管理者指定申請書（別記様式第５号）によるもの

とする。

２ ［略］

（指定管理者の管理の基準）

第17条 教育関係の公の施設に関する条例第７条において準用する

公の施設に関する条例第10条の４の規則で定める管理の基準は、

次に掲げる基準とする。

（１） ［略］

（２） 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

（３）・（４） ［略］

（利用料金の承認）

第18条 指定管理者は、教育関係の公の施設に関する条例第６条第

３項に規定する県教育委員会の承認を受けようとするときは、利

用料金承認申請書（別記様式第６号）に歳入歳出見込書その他県

教育委員会が必要と認める書類を添えて、県教育委員会に提出し

なければならない。

（利用料金の減額等）

［略］

［略］第２条から第４条まで、第６条第

１項、第７条及び第９条から第11

条まで

第10条、第11条

［略］

［略］第２条から第４条まで、第６条第

１項及び第７条から第10条まで

第９条、第10条
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第18条～第22条 ［略］

第19条 教育関係の公の施設に関する条例第６条第４項の規定によ

り指定管理者が利用料金を減額し、又は免除する場合の基準は、

次のとおりとする。

（１） 県又は県教育委員会が主催又は共催する行事に利用すると

き。

（２） 県又は県教育委員会が後援する行事のうち入場料等を徴収

しないもので、次のいずれかに該当するもの

ア 身体障害者、知的障害者又は精神障害者が主たる参加者と

なるとき。

イ 児童・生徒が主たる参加者となるとき。

（３） その他県教育委員会が別に定める基準

第20条～第24条 ［略］

別記様式第１号から第６号を次のように改める。



宮 崎 県 公 報平成 23年 12月 26日（月曜日） 号外 第 88号

害 10害



宮 崎 県 公 報 平成 23年 12月 26日（月曜日） 号外 第 88号

害 11害



宮 崎 県 公 報平成 23年 12月 26日（月曜日） 号外 第 88号

害 12害



宮 崎 県 公 報 平成 23年 12月 26日（月曜日） 号外 第 88号

害 13害



宮 崎 県 公 報平成 23年 12月 26日（月曜日） 号外 第 88号

害 14害



宮 崎 県 公 報 平成 23年 12月 26日（月曜日） 号外 第 88号

害 15害



宮 崎 県 公 報平成 23年 12月 26日（月曜日） 号外 第 88号

害 16害



宮 崎 県 公 報 平成 23年 12月 26日（月曜日） 号外 第 88号

害 17害

附 則

この規則は、平成24年４月１日から施行する。

宮崎県ライフル射撃競技場管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年12月26日

宮崎県教育委員会委員長 近 藤 好 子

宮崎県教育委員会規則第15号

宮崎県ライフル射撃競技場管理規則の一部を改正する規則

宮崎県ライフル射撃競技場管理規則（平成17年宮崎県教育委員会規則第25号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（使用の申込み）

第２条 射撃場の施設又は設備（以下「射撃場施設等」という。）

を使用しようとする者（以下「申込者」という。）は、宮崎県ラ

イフル射撃競技場使用申込書（別記様式第１号）を県教育庁スポ

ーツ指導センター所長（以下「所長」という。）に提出しなけれ

ばならない。

（使用許可）

第３条 所長は、前条の規定により使用の申込みがあった場合にお

いて、使用の許可をするときは、申込者に宮崎県ライフル射撃競

技場使用許可書（別記様式第２号）を交付するものとし、使用の

許可をしないときは、申込者に宮崎県ライフル射撃競技場使用不

許可通知書（別記様式第３号）により通知するものとする。

２ 所長は、必要があると認めるときは、前項の使用の許可に条件

を付けることができる。

（使用許可の制限）

第４条 所長は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、

射撃場施設等の使用を許可しないものとする。

（１）～（３） ［略］

（４） 宮崎県ライフル射撃競技場使用申込書の内容に偽りがある

とき。

（５） ［略］

（使用者の遵守事項）

第５条 第３条第１項の規定により使用を許可された者（以下「使

用者」という。）は、次の各号に掲げる事項を守らなければなら

ない。

（１） 許可された使用の目的又は条件に違反しないこと。

（２）～（５） ［略］

（使用許可の取消し等）

第６条 所長は、使用者が第４条各号のいずれかに該当するに至っ

たとき、又は前条の規定に反する行為がある者については、射撃

場施設等の使用の許可を取り消し、使用を中止させ、入場を拒否

し、又は退去を命ずることができる。

２ 前項の取消し等によって使用者に損害が生じても、県はその損

害の賠償の責めは負わないものとする。

（使用許可の取消しの申出）

第７条 使用者が使用の許可の取消しの申出をするときは、宮崎県

ライフル射撃競技場使用許可取消申出書（別記様式第４号）を所

長に提出しなければならない。

２ 所長は、前項の規定による宮崎県ライフル射撃競技場使用許可

取消申出書の提出があったときは、当該申出書に係る使用の許可

を取り消し、その旨を当該申出者に通知するものとする。

（使用料の還付）

第８条 教育関係使用料及び手数料徴収条例（平成13年宮崎県条例

（利用の申込み）

第２条 射撃場の施設又は設備（以下「射撃場施設等」という。）

を利用しようとする者（以下「申込者」という。）は、宮崎県ラ

イフル射撃競技場利用申込書（別記様式第１号）を県教育庁スポ

ーツ指導センター所長（以下「所長」という。）に提出しなけれ

ばならない。

（利用許可）

第３条 所長は、前条の規定により利用の申込みがあった場合にお

いて、利用の許可をするときは、申込者に宮崎県ライフル射撃競

技場利用許可書（別記様式第２号）を交付するものとし、利用の

許可をしないときは、申込者に宮崎県ライフル射撃競技場利用不

許可通知書（別記様式第３号）により通知するものとする。

２ 所長は、必要があると認めるときは、前項の利用の許可に条件

を付けることができる。

（利用許可の制限）

第４条 所長は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、

射撃場施設等の利用を許可しないものとする。

（１）～（３） ［略］

（４） 宮崎県ライフル射撃競技場利用申込書の内容に偽りがある

とき。

（５） ［略］

（利用者の遵守事項）

第５条 第３条第１項の規定により利用を許可された者（以下「利

用者」という。）は、次の各号に掲げる事項を守らなければなら

ない。

（１） 許可された利用の目的又は条件に違反しないこと。

（２）～（５） ［略］

（利用許可の取消し等）

第６条 所長は、利用者が第４条各号のいずれかに該当するに至っ

たとき、又は前条の規定に反する行為がある者については、射撃

場施設等の利用の許可を取り消し、利用を中止させ、入場を拒否

し、又は退去を命ずることができる。

２ 前項の取消し等によって利用者に損害が生じても、県はその損

害の賠償の責めは負わないものとする。

（利用許可の取消しの申出）

第７条 利用者が利用の許可の取消しの申出をするときは、宮崎県

ライフル射撃競技場利用許可取消申出書（別記様式第４号）を所

長に提出しなければならない。

２ 所長は、前項の規定による宮崎県ライフル射撃競技場利用許可

取消申出書の提出があったときは、当該申出書に係る利用の許可

を取り消し、その旨を当該申出者に通知するものとする。
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第23号。以下「使用料条例」という。）別表第１に定めるライフ

ル射撃競技場使用料に係る使用料条例第５条第３号に規定する使

用前とは、使用日の７日前の日以前とする。

２ 使用料条例第５条ただし書の規定により使用料を還付する場合

の当該還付の額は、既納使用料の全額とする。

３ 前項の使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書

（別記様式第５号）を所長に提出しなければならない。

（使用の制限）

第９条 所長は、必要があると認めるときは、射撃場施設等の使用

を制限することができる。

（使用時間）

第10条 射撃場の使用時間は、次のとおりとする。ただし、所長は

、必要があると認めるときは、臨時に使用時間を変更することが

できる。

４月から10月まで 午前９時から午後４時30分まで

11月から３月まで 午前９時30分から午後４時まで

（休場日）

第11条 ［略］

（弁償）

第12条 射撃場施設等の使用の許可を受けた者が、射撃場施設等を

損傷し、又は滅失したときは、原状に復し、又は県教育委員会の

定める金額によって損害を賠償しなければならない。

（指定管理者による管理の場合の読替）

第13条 教育関係の公の施設に関する条例第４条の規定により射撃

場の管理を指定管理者に行わせる場合（以下「指定管理者による

管理の場合」という。）における第２条から第４条まで、第６条

第１項、第７条及び第９条から第11条までの規定の適用について

は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同

表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

（指定管理者の指定の申請）

第14条 教育関係の公の施設に関する条例第５条第１項に規定する

申請書は、指定管理者指定申請書（別記様式第６号）によるもの

とする。

２ ［略］

（指定管理者の管理の基準）

第17条 教育関係の公の施設に関する条例第７条において準用する

公の施設に関する条例第10条の４の規則で定める管理の基準は、

次に掲げる基準とする。

（１） ［略］

（２） 使用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

（３）・（４） ［略］

（利用の制限）

第８条 所長は、必要があると認めるときは、射撃場施設等の利用

を制限することができる。

（利用時間）

第９条 射撃場の利用時間は、次のとおりとする。ただし、所長は

、必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することが

できる。

４月から10月まで 午前９時から午後４時30分まで

11月から３月まで 午前９時30分から午後４時まで

（休場日）

第10条 ［略］

（弁償）

第11条 射撃場施設等の利用の許可を受けた者が、射撃場施設等を

損傷し、又は滅失したときは、原状に復し、又は県教育委員会の

定める金額によって損害を賠償しなければならない。

（指定管理者による管理の場合の読替）

第12条 教育関係の公の施設に関する条例第４条の規定により射撃

場の管理を指定管理者に行わせる場合（以下「指定管理者による

管理の場合」という。）における第２条から第４条まで、第６条

第１項及び第７条から第10条までの規定の適用については、次の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄

に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

（利用料金の支払い）

第13条 指定管理者による管理の場合は、利用者は、当該指定管理

者に射撃場施設等の利用料金（教育関係の公の施設に関する条例

第６条第１項に規定する利用料金。以下同じ。）を支払わなけれ

ばならない。

（指定管理者の指定の申請）

第14条 教育関係の公の施設に関する条例第５条第１項に規定する

申請書は、指定管理者指定申請書（別記様式第５号）によるもの

とする。

２ ［略］

（指定管理者の管理の基準）

第17条 教育関係の公の施設に関する条例第７条において準用する

公の施設に関する条例第10条の４の規則で定める管理の基準は、

次に掲げる基準とする。

（１） ［略］

（２） 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

（３）・（４） ［略］

（利用料金の承認）

第18条 指定管理者は、教育関係の公の施設に関する条例第６条第

［略］

［略］第２条から第４条まで、第６条第

１項及び第７条から第10条まで

第９条、第10条

［略］

［略］第２条から第４条まで、第６条第

１項、第７条及び第９条から第11

条まで

第10条、第11条
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第18条～第22条 ［略］

３項に規定する県教育委員会の承認を受けようとするときは、利

用料金承認申請書（別記様式第６号）に歳入歳出見込書その他県

教育委員会が必要と認める書類を添えて、県教育委員会に提出し

なければならない。

（利用料金の減額等）

第19条 教育関係の公の施設に関する条例第６条第４項の規定によ

り指定管理者が利用料金を減額し、又は免除する場合の基準は、

次のとおりとする。

（１） 県又は県教育委員会が主催又は共催する行事に利用すると

き。

（２） 県又は県教育委員会が後援する行事のうち次のいずれかに

該当するもの

ア 身体障害者、知的障害者又は精神障害者が主たる参加者と

なるとき。

イ 児童・生徒が主たる参加者となるとき。

（３） その他県教育委員会が別に定める基準

第20条～第24条 ［略］

別記様式第１号から第６号を次のように改める。
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附 則

この規則は、平成24年４月１日から施行する。



宮 崎 県 公 報 平成 23年 12月 26日（月曜日） 号外 第 88号

害 27害

宮崎県教育委員会告示第９号

教育関係の公の施設に関する条例（昭和39年宮崎県条例第36号）

第５条第３項及び都市公園条例（昭和39年宮崎県条例第24号）第15

条の３第３項の規定により、指定管理者を次のとおり指定した。

平成23年12月26日

宮崎県教育委員会委員長 近 藤 好 子

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

宮崎県体育館

宮崎県ライフル射撃競技場

宮崎県総合運動公園有料公園施設

２ 指定管理者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

財団法人宮崎県スポーツ施設協会

会長 佐 藤 勇 夫

宮崎県宮崎市大字熊野2206番地１

３ 指定の期間

平成24年４月１日から平成27年３月31日まで

教育委員会告教育委員会告示示
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